
金
滞
古
蹟
志
晶
哲
三
十

。
鍋
屋
地
町
・
新
地
町

元
総
九
年
の
地
子
町
肝
煎
裁
許
附
に
、
備
中
上

J

地
町
・
鍋
屋
地
町
・

新
地
町
。
と
あ
り
。
今
此
の
町
名
絶
え
て
静
か
な
ら
歩
。
新
地
町
は

今
一
宮
ふ
並
木
町
也
。

O
湾
問
玄
蕃
下
邸
跡

延
貨
の
金
津
闘
に
津
悶
玄
響
下
邸
を
次
の
如
く
記
載
せ
り
。
按
守
る

に
、
小
松
能
順
の
聯
玉
集
に
、
七
月
九
日
津
悶
孟
昭
の
下
屋
敷
の
蓮

池
に
遊
び
て
、

秋
か
け
て
夏
の
日
永
き
は
ち
す
哉

本
孟
昭
は
三
代
目
の
玄
春
に
て
、
此
の
玄
春
以
来
世
品
川
一
高
石
を
領

し
、
家
士
共
此
の
下
邸
の
地
内
K
居
住
し
て
、
津
田
の
家
中
と
呼
ぴ

来
り
し
か
ど
、
明
治
四
年
戸
籍
編
成
の
際
.
下
邸
の
名
稀
を
陵
し
、

町
名
を
建
て
玄
蒋
町
と
す
。
今
は
玄
響
町
一
番
了
・
同
二
番
丁
・
同
三

巡
り
と
呼
び
な
し
け
り
。

。
富
田
越
後
守
下
邸
跡

三
州
志
来
因
概
克
附
録
頭
書
に
云
ふ
。
今
の
津
悶
玄
審
下
第
は
、
宮

・
岡
越
後
守
下
第
の
護
地
た
り
と
あ
り
。
按
・
?
る
に
‘
富
岡
越
後
守
軍

政
は
一
寓
三
千
石
を
領
し
た
れ
ば
.
共
の
家
人
多
く
、
そ
の
か
み
此

金
滞
古
蹟
志
巻
三
十

裁
に
て
相
続
、
遺
知
三
の
一
を
賜
は
り
.
同
十
三
年
六
歳
に
て
早
世
。

同
十
七
年
遺
跡
断
絶
の
命
あ
り
と
。
謎
園
公
年
踏
に
一
式
ふ
。
享
保
十

七
年
七
月
四
目
、
人
持
組
岡
崎
国
次
郎
、
祖
父
五
千
石
、
父
四
千
布
、

共
身
三
の
一
之
慮
、
早
世
に
付
跡
式
食
着
に
不
v
辞
及
、
居
屋
数
可
=

指
上
-
皆
被
a
仰
出
↓
と
あ
り
で
‘
此
の
時
上
屋
敷
・
下
屋
敷
共
召
上
げ

ら
れ
、
下
屋
敷
地
に
居
住
の
家
人
共
悉
く
退
散
し
、
跡
地
は
諸
士
の

居
邸
に
賜
は
り
た
り
と
ぞ
。
或
は
一
宮
ふ
。
岡
嶋
氏
元
祖
備
中
守
一
吉
、

二
代
備
中
一
元
は
、
一
寓
千
七
百
五
十
石
を
賜
は
り
、
上
屋
敷
は
公
.

事
場
の
隣
地
に
て
.
備
中
町
の
地
越
は
都
て
下
邸
た
り
し
か
ど
‘
一

元
の
子
共
配
分
知
を
脇
は
り
、
下
邸
の
地
内
に
て
各
4

居
邸
を
賜
は

り
、
自
飴
の
地
の
み
を
ぽ
下
邸
と
た
し
、
家
人
共
居
住
せ
し
か
ど
、
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七
代
丹
次
郎
一
清
早
世
に
て
宗
家
断
絶
し
、
上
屋
敷
・
下
屋
敷
共
に

召
上
ら
れ
‘
上
屋
敷
は
公
事
場
の
圏
内
と
成
り
、
下
屋
敷
は
悉
く
緒

士
の
邸
地
と
成
り
、
備
中
町
の
名
を
稽
す
る
の
み
と
い
へ
り
。

。

備

中

橋

金
需
橋
梁
記
に
、
備
中
橋
備
中
町
。
と
あ
り
。
此
の
橋
は
備
中
町
の

往
来
た
る
小
橋
を
い
へ
り
と
ぞ
。
但
し
今
は
此
の
橋
名
絶
え
た
り
け

ん。




